
公 告

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第８条第４項の規定によって、大規模

小売店舗設置者に対し市は意見を有しない旨を通知した。

令和３年６月２８日

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称

（仮称）ハローズ宮内店

(2) 所在地

廿日市市宮内字国広４４４２番１ほか


